
×

可燃ごみの広域処理に向けた協議書の締結



神戸市の可燃ごみの処理ネットワーク
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東クリーンセンター

港島クリーンセンター

神戸市

×

西クリーンセンター

妙賀山中継施設竣工年｜1995年

設備能力｜600t/24 時間

竣工年｜2017年

設備能力｜600t/24 時間

竣工年｜2000年

設備能力｜900t/24 時間

落合中継施設

苅藻島中継施設

芦屋市



神戸市・芦屋市の広域処理
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・芦屋市のごみ処理経費は芦屋市が負担

×

芦屋市より可燃ごみの広域処理業務を受託 (地方自治法第252条の14)

時 期

2030年度以降～ 広域処理開始

概 要

・芦屋市域で発生する可燃ごみを神戸市で焼却

神戸市で最も発電効率の高い港島クリーンセンターで主に受け入れ



広域処理の流れ
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芦屋市 神戸市

中継施設(芦屋市内)に集積、
大型車両に積み替え

大型車両で神戸市の
焼却施設に運搬

神戸市内の
焼却施設で焼却処理

埋立処分場（フェニックス）

に焼却灰を運搬

×

イメージイメージ



広域処理の意義
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圏域全体にとって

×

神戸市 | 既存施設 (ストック)の有効活用、ごみ発電に伴う収入増

芦屋市 | 施設整備費の削減・新資源化施設の充実

温室効果ガスの排出を削減

〇 より多くの [CO２フリー電力] を供給することが可能

両市にとって

〇 新たな焼却施設の整備が不要

整備費用にかかる国の財政支出の削減にも貢献

大規模で高効率な
焼却施設での処理により
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×

圏域全体の脱炭素・環境負荷軽減に努め、

神戸市と芦屋市で連携し、

持続可能なまちづくりに取り組みます
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